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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社グループは、コンプライアンスを強化することで不正な行為が生じないクリーンな社風を形成し、経営の透明性および効率性を確保すること
をコーポレートガバナンスの基本と考えております。かかる観点に立ち、当社経営理念に基づき、遵法経営を企業活動の大前提に掲げて社内の
遵法知識レベルの向上に取り組むとともに、反社会的行動や不正行為を惹起させない企業風土の一層の醸成に取り組んでおります。さらに、200
4年10月26日に開示いたしました過年度の不適切な取引に関しまして、重大な事態を生ぜしめたことを真摯に反省し、内部統制システムやリスク
管理体制を見直し、不祥事防止のための内部牽制機能をより一層強化することに取り組んでおります。

　当社グループは、単に商社機能にとどまらず、保有する技術・ノウハウを駆使した付加価値の高い製品・商品・サービスを提供し、「継続的な利
益の創出（毎期事業を拡大させ、利益を着実に創出すること）」および「強固な経営基盤づくり（株主のみなさまへ継続的な安定配当を実施するとと
もに必要な内部留保を確保すること）」に取り組むことで、多様なステークホルダーに対する当社グループの存在価値向上に努めております。

　しかしながら、経営の効率化を追求する一方で犠牲にしてはならないものがあると考えており、それがコーポレートガバナンスであると認識してお
ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則４－８：独立社外取締役の有効な活用】

　取締役会は社内取締役10名、社外取締役４名の合計14名で構成されており、社外取締役の割合は３分の１を下回っております。これは、2023年
６月に社外取締役１名が退任したことによるものであり、適性のある候補者を選定し、2024年６月開催予定の定時株主総会にて増員を図りたいと
考えております。

　取締役会は毎月１回、その他必要に応じて開催しており、経営戦略の意思決定や経営の監督機能を担っております。また、一般株主の利益が
損なわれることのないように、そして社会的責任をより果たせるように、経営者から独立した客観的な立場から意見を述べることのできる人材を社
外取締役として招聘し、金融商品取引所に独立役員として届け出ております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４：政策保有株式】

　上場株式の政策保有方針については、その取得・保有が、当社グループのグローバル化、マーケットシェア向上、生産性向上、技術革新等に寄
与し、サプライチェーンにおける当社グループの存在価値向上につながると判断される場合に実施し、またそうでない場合には売却することとして
おります。

　保有継続の可否は、個別銘柄毎に当社の保有方針への貢献状況・見通しを検証し、これにリターン・リスクの状況・見通しが資本コストに見合っ
ているかも勘案し、判断いたしております。

　なお、2023年４月に行った精査の結果、一部について売却する方針としております。

　また、上場株式の取得・売却に際しては、インサイダー取引規制の遵守を徹底しております。

　政策保有株式の議決権は、当社の保有方針を阻害する恐れがあると判断した議案、当該企業の企業価値を毀損させる恐れがあると判断した議
案について、これらを精査したうえで、賛否を決定し行使いたします。

【原則１－７：関連当事者間の取引】

　関連当事者取引については、経営の透明性を高める観点から、取締役会決議事項としております。

　新たに関連当事者取引を開始する際にはその都度、継続的取引については半期ごとに一回、取締役会に付議しております。

　その際には、利益相反防止の観点から、該当役員は決議から外れることとしております。

【補充原則２－４①：女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

　当社グループの人材育成方針は、性別や国籍、新卒・中途採用者の区別なく、経験、能力、多様な視点や価値観を有する社員を積極的に採用
し、次世代リーダー・管理職を育成する研修や階層別研修、そしてキャリア面談など「機会の平等」と「結果の公正」の観点に基づき提供することで
社員自らがキャリア開発できるようにすることです。また、当社グループの社内環境整備方針は、社員が各々のライフステージに応じた柔軟な働き
方を選択できる制度を構築することであり、2020 年度に構築した制度はテレワーク、時差出勤、2021 年度はフレックスタイムおよびスーパーフレッ

クスタイム制、無期限の継続雇用制度、そして2022 年度は副業制度、男性育児休業取得制度の拡充（パパ育しながら就業【産後パパ育休】）であ

ります。

　中核人材の育成ならびに管理職登用において多様性を確保していくため、引き続き以下の３点を推進します。

　・性別や国籍、新卒・中途採用者を問わず管理職を目指している社員を増やすための意識改革

　・社員へのキャリア形成に関する啓蒙活動

　・社員が性別や国籍、新卒・中途採用者を問わず活躍できるための制度改正・新設、支援体制の構築

　具体的な施策については以下のとおりです。

　①意識調査・実態把握

　　・進路調査による管理職になりたい社員数を把握

　　・社員が思い描く組織に対する「ありたい姿」と「実態」とのギャップを把握し改善し続けるための社員エンゲージメントスコアの測定と組織改善



　　　のプロセスを６か月間のサイクルで実施

　②啓蒙教育および支援

　　・次世代リーダー育成研修：「論理的な思考」と「実践的な経験」、そして「深い洞察と人間性」を重ね合わせることができるビジネスパーソンの

　　　育成と開発

　　・管理職研修：課員のキャリア開発支援を含めたマネジメントスキルの強化および360°サーベイによる支援

　　・階層別研修：社員の段階的なキャリア意識の醸成

　　・１on１ミーティング：定期的な上司と部下との個別面談

　　・キャリアアドバイザーとの面談機会の提供

　③制度改正・新設、支援体制構築の企画・検討

　　・テレワークとフレックスタイムおよびスーパーフレックスタイム制の運用定着

　　・出産・育児・介護・病気によってキャリアが中断しないための復職プログラムの充実化

　　・無期限の継続雇用制度導入による長期的な雇用機会の提供と、役職定年により後進に道を譲る制度の新設

　　　なお、2023年３月末時点における60歳以上の無期限の継続雇用社員の男女別の人数は、以下のとおりとなっております。

　　　・男性 71名

　　　・女性 ５名

　　・社員の「幅広い知識の獲得や専門性を高める経験」と「活用機会のない、眠っている能力の社外での発揮」を目的とした副業制度の新設

　　・男性育児休業取得による、男女とも「育児」と「仕事」を両立できる制度の構築

　これらの取り組みを行うことにより、性別や国籍、新卒・中途採用者に関係なく、管理職を目指す社員の増加を図りつつ、その比率を改善できる
よう努めてまいります。

　なお、2023年３月末時点において非管理職の社員のうち管理職を目指している社員の比率は、以下のとおり把握しております。

　・男性　　　　　 35.0％（300名中105名）

　・女性　　　　　 12.2％（147名中18名）

　・日本人　　　　27.8％（420名中117名）

　・外国人　　　　22.2％（27名中６名）

　・新卒採用者　28.1％（313名中88名）

　・中途採用者　26.1％（134名中35名）

　今後、定量的な目標としては、非管理職のうち管理職を目指している社員の比率目標を設定し、性別や国籍、新卒・中途採用者を問わず30％を
超える水準を目指してまいります。

　参考として、2023年３月末時点におけるⅠ在籍全社員数の男女比率、Ⅱ直近１年間（2023年３月期）の採用者の男女比率（①中途採用者、②新
卒採用者）Ⅲ外国人採用数、Ⅳ中途社員採用数、Ⅴ管理職の男女比率は以下のとおりです。

　Ⅰ　全社員　　　　　　男性74％：女性26％　※外国人4.6％（現地採用社員含む）

　Ⅱ　①中途採用者 　男性75％：女性25％　※外国人7.1％（現地採用社員含む）

　　 　②新卒採用者 　男性69％：女性31％　※外国人7.7％

　Ⅲ　外国人採用数　 ４名

　Ⅳ　中途採用数　　　28名　　　　　　　　　　　※外国人２名（現地採用社員含む）

　Ⅴ　管理職　　　　　　男性94％：女性６％

　なお、三谷産業グループにおける男女比率、外国人比率、管理職の男女比率は以下のとおりです。

　男女比率　　　　　　　男性55％：女性45％

　外国人比率　　　　　 68％ (ベトナムのグループ会社におけるベトナム人社員を含む)

　管理職の男女比率　男性74％：女性26％

【原則２－６：企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、社員の資産形成のために企業型確定拠出年金制度を採用しています。運用機関・運用商品の選定を適切に行う他、社員に対する資産
運用に関する教育機会を定期的に提供し制度の周知徹底を図っております。

【原則３－１：情報開示の充実】

(1)会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　当社は、経営理念を社員へ浸透させるため社内システムにて掲示しておりますが、その他のステークホルダーの皆様には開示しておりません。

　しかしながら、多様なステークホルダーの皆様に当社をより一層ご理解いただけるように、経営理念を具現化するための三谷産業グループ企業
倫理憲章、経営方針を当社ウェブサイト等にて開示しておりますのでご参照ください。

　また、当社グループ内で経営計画を策定、承認し、共有しており、決算短信にて単年度の業績見通しならびにセグメント別の重点施策として開示
しておりますのでご参照ください。

(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　本報告書の「Ⅰ．１．基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。

(3)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　本報告書の「Ⅱ．１．取締役報酬関係　報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますので、ご参照ください。

(4)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　（方針）

　経営陣幹部については、「取締役職務行動規範」「常勤役員　職務責任の定義」にそれぞれの職責を定めております。当該職責を果たすために
必要な能力があると認められる者を経営陣幹部として選定し、または必要な能力を十分に有さないと認められる場合には解任することとしておりま
す。

　取締役・監査役については、取締役は「取締役職務行動規範」に、監査役については「監査役監査基準」に、それぞれの職責を定めております。
当該職責を果たすために必要な能力があると認められる者を候補者として選定することとしております。

　（手続き）

　経営陣幹部については、常務会で審議して経営陣幹部の選解任に関する案を作成し、任意の指名・報酬委員会の諮問を経たうえでその後取締
役会にて決議することとしております。

　取締役・監査役については、常務会で審議して候補者を選定し、任意の指名・報酬委員会の諮問を経たうえでその後取締役会にて決議すること
としております。監査役候補者については、事前に監査役会の同意を得ております。

(5)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明

　候補者の選任を株主総会に付議する際に、株主総会招集通知や有価証券報告書等を用いて適宜説明しております。

【補充原則３－１③：情報開示の充実】

　当社グループは、社会の一員として良識を持ち、誠実かつ公正な事業活動を通じて企業理念を実践することにより、企業の価値を高めると共に
社会の持続可能な発展や豊かさに貢献することを使命と考えております。



　「三谷産業グループ 企業倫理憲章」で宣言する三つの精神、

　一、常に公正であるべく志向し、謙虚に社会の信頼に応えてまいります。

　二、常にお客様の満足を心掛け、慎重かつ大胆にビジネスに挑戦してまいります。

　三、利害関係者とも良好な関係を築き、地球環境と調和のとれた発展を目指します。

　この精神に基づき使命を果たすため、中期経営計画を策定するとともに、財務的経営指標だけでなく非財務的経営指標（Company Well-being In

dex、以下、「CWI」といいます。）を定めております。CWIについては、その目標値および実績を当社ウェブサイトの「良い会社を目指して」（https://w
ww.mitani.co.jp/company/cwi）にて開示しております。

　また、2022年からは、人口動態や技術革新をはじめとする中長期的な事業環境の変化への対応力や、自然災害や業務事故の発生時における
レジリエンスについて一層の向上を図るため、各部門におけるリスクマネジメントおよびオポチュニティマネジメント活動を強化しております。これに
より当社グループにおけるリスク評価や対策ならびに新規事業機会の発掘といったアクションを各部門において誘発し、当社グループだけでなく
社会全体のサステナビリティ向上に寄与してまいります。

　なお、人的資本については、CWIにてホワイト企業度等の目標を定め、その目標を達成するよう適切な投資を行っております。その具体的な内容
につきましては、補充原則２－４①をご参照ください。また、知的財産については、新規ビジネス創出に向け新たな技術を開発する取り組みを行
い、開発した技術について適切な知的財産権を取得しております。

　加えて当社グループは、気候変動が世界共通の課題であるとの認識に立ち、当社グループで生み出すイノベーションを通じて、あるいはイノベー
ションを創出するお客様企業とのビジネスやコラボレーションを通じて、気候変動による悪影響を低減することに貢献してまいります。気候変動に
伴うリスク管理や事業開発などの取り組みについて、営業上の機密情報でないものについては、積極的に開示等の情報発信に努めてまいりま
す。このような考え方に基づき、2023年４月、当社グループは「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言について賛同を表明しておりま
す。

＜ガバナンスおよびリスク管理＞

　当社グループにおける気候変動リスクをはじめとする様々なリスクに対する基本方針やガバナンス、リスク管理等については、以下のとおり当社
ウェブサイトにて開示しております。

　・「リスクマネジメント活動」（https://www.mitani.co.jp/company/risk_management）

　・「気候変動に関連する環境ビジネスの推進」（https://www.mitani.co.jp/download_file/1652/1164）

　・「人口動態の変化を見据えた労働環境の整備」（https://www.mitani.co.jp/download_file/1653/1164）

【補充原則４－１①：取締役会の役割・責務】

　取締役会では、法令上で取締役会の専決事項とされている事項の他、定款や取締役会規程で取締役会決議事項としている事項を決議しており
ます。

　それ以外の事項につきましては、組織意思決定規程の定めにより代表取締役社長決裁を基本として、各業務担当取締役に権限を委譲しており
ます。

【原則４－９：独立社外取締役の独立性判断基準および資質】

　本報告書の「Ⅱ．１．独立役員関係」に記載しておりますので、ご参照ください。

【補充原則４－10①：任意の仕組みの活用】

　当社では独立社外取締役がその議決権の過半数を有する任意の指名・報酬委員会を設置しており、取締役候補者の選定や報酬の決定につい
て適切な関与・助言を得られる体制を構築しております。また、同委員会には議決権を有さないアドバイザリー１名を置き、専門家としての見識・ノ
ウハウ等の助言を得ております。

【補充原則４－11①：取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　当社では、企業規模等を勘案し、定款において取締役の員数を16名以内と定めております。

　取締役の選任に関する方針は原則３－１(4)で開示したとおりであり、当該能力を有したうえで、さらに社会の変化を素早く、的確に把握できる人
材、知識・経験・能力のバランスが取れるよう多彩なバックグラウンドを有する人材を候補者に選定しております。なお、社外取締役に関しては、人
事・人材教育、コンプライアンス、ICT、建築、創業・経営の分野で見識の高い人材を選任し多様性を高めております。

　具体的なスキル・マトリックスにつきましては、「Ⅴ．２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」をご参照ください。

　また、取締役の人数については、当社の企業規模や今後の業容拡大も考慮して必要と思われる人数の取締役候補者を選定しております。

【補充原則４－11②：取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　当社取締役および監査役の他会社役員の兼任については、いずれも当社取締役および監査役の役割・責務を果たすのに影響を及ぼすようなも
のではありません。

　取締役および監査役の重要な兼任状況は、株主総会招集通知に記載しております。

　また、「第98期定時株主総会招集ご通知」は以下のURLにおいて開示しております。

　https://www.mitani.co.jp/ir/stock_info/meeting

【補充原則４－11③：取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　当社では毎年２月から３月にかけてアンケート形式で取締役の自己評価を実施しており、その評価結果から、取締役会の実効性は保たれている
と判断しております。

　加えて、取締役会の実効性をさらに高めるため、毎年４月開催の取締役会において評価結果に対する改善策を検討しております。当該検討によ
り、これまでに以下のような改善策を実行しております。

　・任意の指名・報酬委員会の設置

　・社外取締役および社外監査役向けに、当該セグメントが置かれている環境、事業分野別の課題および重点施策を説明するセグメント別 事業

概要の報告を実施

　・株主総会終了後に会社説明会を実施し、社長や担当取締役より長期的なビジョン・方向性等について発信

【補充原則４－14②：取締役・監査役のトレーニング】

　役員候補者に対して集合研修を実施し、原則３－１(4)にて開示した能力を持つ者の育成を行っております。

　役員就任後は、自らの担務に関して主体的に自己研鑽に努める他、必要に応じて法改正情報等につき顧問弁護士より説明を受けております。

　また、取締役会の場において社外取締役や社外監査役からそれぞれの専門分野に関する情報提供を受け、各業界の最新動向を学ぶ機会を提
供しております。

　社外取締役および社外監査役については、その機能を十分果たすことを可能とするため、その就任の際に当社グループの事業等に関する必要
な知識を習得できるよう、各役員に応じた機会を提供することとしております。

　また、当社グループの事業セグメントについてより理解が深まるように、取締役会において当該セグメントが置かれている環境、事業分野別の課
題および重点施策を説明するセグメント別 事業概要の報告を実施しております。



【原則５－１：株主との建設的な対話に関する方針】

　株主・投資家の皆様との建設的な対話を促進するための体制整備・取り組みに関する方針は以下のとおりであります。

　（1）株主・投資家の皆様との対話については、当社代表取締役社長が統括し、財務担当兼広報担当取締役、経営企画本部長および同本部PR
企画室がこれを補佐しております。同本部PR企画室は対話の充実を図るため、各テーマの担当部門に情報提供を要請し、各担当部門は同本部P
R企画室に協力する体制としております。

　（2）正確かつ迅速にプレスリリースができるように、経営会議、業務執行会議、グループ会社社長会等の会議体に財務担当兼広報担当取締役
および経営企画本部長が出席し、当社グループ内の情報を収集し、同本部PR企画室に情報を共有のうえ、プレスリリースの準備等を行っておりま
す。

　（3）外部団体の主催するＩＲイベントへの出展等により、株主・投資家の皆様との対話の充実を図っております。

　（4）経営企画本部PR企画室が株主・投資家の皆様からの意見等を取り纏め、必要に応じて経営陣幹部に報告しております。

　（5）当社グループでは、経営企画本部PR企画室を含むすべての社員に対して、インサイダー情報の管理に関する教育を毎年実施しております。

　実施状況につきましては本報告書の「Ⅲ．２．IRに関する活動状況」に記載しておりますので、ご参照ください。

　また、ディスクロージャーポリシーは以下のURLにおいて開示しております。

　https://www.mitani.co.jp/company/policy

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

三谷　充 11,708,700 19.01

三谷株式会社 5,980,000 9.71

公益財団法人三谷育英会 4,702,000 7.64

公益財団法人三谷研究開発支援財団 4,000,000 6.50

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,833,400 4.60

有限会社北都代行社 2,166,120 3.52

株式会社三谷サービスエンジン 2,016,300 3.27

三谷産業社員持株会 747,050 1.21

佐藤　恭子 672,500 1.09

坂井　克子 672,000 1.09

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム、名古屋 プレミア

決算期 3 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 16 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 14 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

花田　光世 学者

長澤　裕子 弁護士

清木　康 学者

増田　幸宏 学者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

花田　光世 ○ ―――

企業組織、とりわけ人事・人材教育研究の第一
人者であり、かつ同分野に関する識見が豊富
であることから、今後の事業展開の方向性やあ
るべき組織・人事全般に対する検証・提言が期
待できるためであります。

また、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な
取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、
ならびに一般株主と利益相反のおそれがない
ことから独立役員に選定しております。

長澤　裕子 ○ ―――

弁護士としての行政訴訟、民事訴訟、刑事訴
訟等の幅広い経験と豊富な専門知識を有して
いることから、当社グループのコーポレート・ガ
バナンス体制について検証・提言が期待できる
ためであります。

また、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な
取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、
ならびに一般株主と利益相反のおそれがない
ことから独立役員に選定しております。

清木　康 ○ ―――

情報システム分野での権威であり、かつ同分
野に関する識見が豊富であることから、今後の
情報システム関連事業の進むべき方向性等に
対する検証・提言が期待できるためでありま
す。

また、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な
取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、
ならびに一般株主と利益相反のおそれがない
ことから独立役員に選定しております。

増田　幸宏 ○ ―――

建築分野、とりわけ都市のインフラシステム構
築に関する研究者として幅広い経験と豊富な
専門知識を有しており、空調設備工事関連事
業の今後の発展に対する検証・提言が期待で
きるためであります。

また、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な
取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、
ならびに一般株主と利益相反のおそれがない
ことから独立役員に選定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

任意の指名・報酬委
員会

5 0 3 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

任意の指名・報酬委
員会

5 0 3 2 0 0
社外取
締役

補足説明

　任意の指名・報酬委員会は、判断の客観性と透明性を高めるため、社外取締役を委員長とし、３名の社内取締役と２名の社外取締役で構成して
おります。同委員会は、議決権を社内取締役３名で１票、社外取締役２名は各1票とすることで、独立性を確保しております。また、同委員会には議
決権を有さないアドバイザリー１名を置き、専門家としての見識・ノウハウ等の助言を得ております。同委員会は、指名委員会と報酬委員会の双方
の機能を担っております。



【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　常勤監査役は、会計監査人による期中監査および期末監査時に会計監査人との情報共有を図るとともに、会計監査人による監査後の講評時
に意見交換を行っております。また、必要に応じて、会計監査人に監査実施状況等の説明を求めております。

　一方、当社では、監査室が事業年度ごとに監査計画を作成し、その計画を基に業務監査および会計監査を実施、結果を社長に報告しておりま
す。また、常勤監査役にも監査結果を報告するとともに、必要に応じて、監査役会に出席して内部監査実施状況等の説明を行い、監査役会と監査
室との情報共有と連携強化を図っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

尾島　俊雄 学者

寺野　稔 学者

伊藤　聡子 学者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

尾島　俊雄 ○ ―――

建築分野での権威であり、かつ同分野に関す
る識見が豊富であることから、今後の事業展開
の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待
できるとともに、経営全般に関する客観的かつ
中立公正な監査意見の表明が期待できるため
であります。

また、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な
取引先の出身者等ではなく、独立性が高いこ
と、ならびに一般株主と利益相反のおそれがな
いことから独立役員に選定しております。

寺野　稔 ○ ―――

産学連携や国際連携の推進に尽力され、様々
な業界とのつながりや幅広い技術についての
知見を有していることに加えて、化学品メー
カーでの勤務経験も有しており、化学分野につ
いての識見も豊富であることから、今後の事業
展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が
期待できるとともに、経営全般に関する客観的
かつ中立公正な監査意見の表明が期待できる
ためであります。

また、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な
取引先の出身者等ではなく、独立性が高いこ
と、ならびに一般株主と利益相反のおそれがな
いことから独立役員に選定しております。

伊藤　聡子 ○ ―――

情報報道番組のキャスターや大学教授を務め
られ、様々な業界についての幅広い知見を有し
ており、また、環境やエネルギー分野について
の造詣も深く関係政府機関の委員等も務めて
いることから、今後の事業展開の方向性やリス
ク等に関する検証・提言が期待できるとともに、
経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査
意見の表明が期待できるためであります。

また、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な
取引先の出身者等ではなく、独立性が高いこ
と、ならびに一般株主と利益相反のおそれがな
いことから独立役員に選定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 7 名

その他独立役員に関する事項

　会社法に定める要件を満たして社外取締役として選任された者のなかから、次の独立性判断基準を満たす者を独立社外取締役として選定して
おります。

　一般株主と利益相反が生ずるおそれがないこと、具体的には次の要件に該当しないこと

　Ａ．当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

　Ｂ．当社の主要な取引先又はその業務執行者

　Ｃ．当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

　Ｄ．過去においてＡ、ＢまたはＣに該当していた者

　Ｅ．次の（Ａ）から（Ｃ）までのいずれかに掲げる者の２親等内の親族

　　　（Ａ） Ａから前Ｄまでに掲げる者

　　　（Ｂ） 当社の子会社の業務執行者

　　　（Ｃ） 当社の子会社の業務執行者でない取締役

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入



該当項目に関する補足説明

　取締役の業績連動報酬については、任意の指名・報酬委員会で案を作成し、取締役会で制定した「取締役報酬に関する内規」にてルールを定
めております。

　業績連動報酬は、取締役の中期経営計画達成の意欲を高めるため、短期業績（売上高・経常利益）のみならず、中長期業績の先行指標である
受注高・受注粗利益も評価軸としております。算定方法は各取締役の職務責任に応じたウエイトを設定し、受注高・受注粗利益・売上高・経常利益
の連結と単体の計画達成率で評価し、加えて継続的に利益を伸長させていくという意識を高めるため、経常利益伸長率も乗じたもので算出してお
ります。

　なお、業績連動報酬は、基本報酬の5.5ヶ月分を超えないものとし、かつ、原則として社員の年間賞与支給月数を上回らないよう調整するものとし
ております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　取締役全体の対象人数ならびに報酬等の総額および基本報酬等・業績連動報酬等・役員退職慰労金・非金銭報酬等の種類別の総額を株主総
会招集通知および有価証券報告書に開示しております。また、そのうち社外取締役の対象人数ならびに報酬等の総額および基本報酬等・業績連
動報酬等・役員退職慰労金・非金銭報酬等の種類別の総額を株主総会招集通知および有価証券報告書に開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役の報酬は、基本報酬等、業績連動報酬等、役員退職慰労金、非金銭報酬等で構成されており、社外取締役が議決権の過半数を有する
任意の指名・報酬委員会が案を作成し、取締役会にて制定した「取締役報酬に関する内規」にてそのルールを定めております。

　取締役の報酬額は、2019年６月18日開催の第94期定時株主総会の決議により、役員賞与も含め年額４億円以内（うち社外取締役30百万円以
内）と決定しています。

　個別の報酬額については、取締役会の決議により代表取締役社長に一任されており、代表取締役社長は、任意の指名・報酬委員会より「取締
役報酬に関する内規」を基に算出した額の提示を受け、株主総会決議の範囲内で職務責任や業績等を考慮して、当該提示額に基づき個別の額
を決定しております。

　基本報酬等は、「取締役報酬に関する内規」にて役位ごとに報酬テーブルを定めており、社内取締役については職務責任や業績等を、社外取締
役については職務責任を考慮して、個別の報酬額を決定しております。

　業績連動報酬等は、「取締役報酬に関する内規」の定めに従い、職務責任や業績等を考慮して賞与支給月数を算出し、個別の報酬額を決定し
ております。なお、業績連動報酬等は、基本報酬等の5.5ヶ月分を超えないものとし、かつ、原則として社員の年間賞与支給月数を上回らないよう
調整するものとしております。また、社外取締役については、経営陣とは異なる視点で監督を行う立場であることを勘案し、業績連動報酬等を支給
しないこととしております。

　役員退職慰労金については、所定の基準に従いその相当額の範囲内で支給することを株主総会にて決議しております。所定の基準として、「役
員退職慰労金内規」を整備しております。個別の額の決定については、取締役会決議により代表取締役社長に一任しております。

　また、非金銭報酬等については、取締役が職務執行上必要な場合に入居する社宅家賃であり、「役員社宅に関する細則」の定めにより当社がそ
の一部または全部を負担するものとしております。



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役および社外監査役の職務執行にあたり、経営監督に資する情報等についてはCSR本部法務部より適時提供する体制をとっておりま
す。

　また、監査役を補助する使用人として、2005年４月より監査役会付専任スタッフを１名設置しており、監査役会関連事務をはじめ、常勤監査役に
よる財務・会計面および経営管理データ検証の補佐、投資案件にかかる検証の補佐、事業報告・計算書類等の監査の補佐等を担当しておりま
す。

　取締役会の開催にあたっては、社外取締役および社外監査役に対して、取締役会開催日の１週間前を目安に資料を配付することとしておりま
す。

　加えて、社外役員会議を年間４回開催し、取締役会審議事項や社内で発生した重要な事案に関して情報提供・意見交換を行うサポート体制を構
築しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

三谷　充 特別参与

取締役会または代表取締役社長
からの特命事項への対応や、取引
先様との関係維持のために必要
な事項への対応等

非常勤

報酬あり
2017/6/16

2023年４月１日か
ら2024年３月31日
まで

饗庭　達也 特別参与

取締役会または代表取締役社長
からの特命事項への対応や、取引
先様との関係維持のために必要
な事項への対応等

非常勤

報酬あり
2017/6/16

2023年４月１日か
ら2024年３月31日
まで

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 2 名

その他の事項

特別参与の就任資格、就任手続きおよび活動内容等について定めた「特別参与等に関する内規」を2022年６月14日付で制定しました。

「特別参与等に関する内規」に従い、任意の指名・報酬委員会の諮問を経たうえで、取締役会の決議により就任依頼することとしております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社では、経営の監督・執行機能の分離を明確にすべく、2000年10月より執行役員制度を導入しております。当社の企業統治に係わる体制は
以下のとおりであります。

（取締役会）

　取締役会は社内取締役10名、社外取締役４名の合計14名で構成され、毎月１回、その他必要に応じて開催しており、経営戦略の意思決定や経
営の監督機能を担っております。また、一般株主の利益が損なわれることのないように、そして社会的責任をより果たせるように、経営者から独立
した客観的な立場から意見を述べることのできる人材を社外取締役として選任し、東京証券取引所および名古屋証券取引所に独立役員として届
け出ております。

（監査役会）

　監査役会は社内監査役１名、社外監査役３名の合計４名で構成され、取締役の職務遂行の監査を通じ、経営の健全性の確保と、社長以下全取
締役との緊張感ある信頼関係の構築に注力し、経営の透明性向上を推進しております。また、一般株主の利益が損なわれることのないように、そ
して社会的責任をより果たせるように、経営者から独立した客観的な立場から意見を述べることのできる人材を社外監査役として選任し、東京証
券取引所および名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。監査役会は毎月１回、その他必要に応じて開催され、監査の方針、監査
計画、監査の方法および監査業務の分担等の協議および決議と監査状況の報告を行い、また疑義ある場合には、社長または担当取締役に監査
役会への出席と説明を求めております。

（監査室）

　当社および子会社における内部監査は、業務監査と会計監査で構成されております。その監査によって判明した事実の検証・評価に基づき、内
部牽制およびコンプライアンスを強化させることによって、経営の改善、社業の発展に寄与することを目的としており、社長の命により監査室が実
施しております。監査室は８名で構成されており、事業年度ごとに監査計画を作成し、その計画を基に業務監査および会計監査を実施し、結果を
社長に報告しております。また、必要あるときは社長の命により被監査部署に対し補正改善などの指示を行っております。内部監査部門（監査室）
では監査役監査および会計監査人監査との連携を密にして、三様監査の実効性を高め、担当取締役へのヒアリング等を通じて内部監査部門の
重点監査項目の再設定を行うとともに、今後も会計監査人より内部監査に関するアドバイスを受けるなど、会計監査人の協力のもと、内部監査機
能の強化を図っております。



（会計監査の状況）

　当社は、2023年３月期は、有限責任あずさ監査法人による会社法および金融商品取引法に基づく会計監査を受けました。その際には監査役会
および監査室との連携を綿密に図ることにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいりました。なお、2023年３月期における会計監査の体
制は次のとおりです。

・業務を執行した公認会計士の氏名（継続関与年数）： 指定有限責任社員 業務執行社員 安藤眞弘(７年)、九鬼聡(３年)

・監査業務に係る補助者の構成： 公認会計士４名 その他1７名

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社では、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であるとの考えのもと、監査役会制度を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定
第97期定時株主総会は2022年６月14日、第98期定時株主総会は2023年６月13日に開催
しました。

電磁的方法による議決権の行使
株主名簿管理人であります三菱UFJ信託銀行株式会社が運営する議決権行使サイトに
て行使できます。

その他

株主総会招集通知は法定期日の１営業日前に送付し、また、株主総会招集通知に際して
のその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）についても法定期日の１営業日前に
当社ウェブサイトおよびTDnetに公表しております。

株主総会会場においては、映像機器を用いて事業報告等の報告資料のビジュアル化を
実施しております。

また、当社はハイブリッド型バーチャル株主総会の方法を採用しており、開催場所に在所
しない株主のみなさまにもインターネット等の手段を用いて遠隔地から参加いただくことを
許容しております。

加えて、当社ウェブサイト上に議決権行使結果および決議通知を掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社ウェブサイト（https://www.mitani.co.jp/company/policy）上に公表しており
ます。

個人投資家向けに定期的説明会を開催

当社グループの事業内容、業績、今後の方向性、事業戦略、非財務情報等を
より多くの個人投資家にご理解いただくために、外部団体の主催する各種IRイ
ベントへの参加および当社ホームページへの会社説明動画掲載等を通じて説
明しております。また、株主向けに当社取締役・監査役による講演会や座談会
の開催等も行っております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

当社グループの事業内容、業績、今後の方向性、事業戦略等をより多くのアナ
リスト・機関投資家にご理解いただくために、個別ミーティングやスモールミー
ティングを実施しており、定時株主総会と同様に丁寧な説明に努めておりま
す。

あり

IR資料のホームページ掲載

株主・取引先・投資家等のみなさまに対する情報開示として、以下の投資家向
け情報を適時当社ウェブサイト（「ＩＲ（投資家の皆様へ）」）に掲載しております。

　１．決算情報

　２．決算情報以外の適時開示資料

　３．有価証券報告書・四半期報告書

　４．株主総会招集通知・説明資料

　５．株主向け報告書

IRに関する部署（担当者）の設置
当社では、経営企画本部PR企画室がIR全般に関する業務を遂行しておりま
す。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社では、「社会に貢献すること」を経営理念に掲げております。企業活動を行ううえで、
法・道徳・社会通念に則った経営を行うことはもちろん、価値ある商品・サービスを提供する
ことにより得た利潤を、株主のみなさまや社員、そして地域社会にも還元していくことが重
要だと考えております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

環境保全活動について、当社は、2001年９月にISO14001の認証を取得し、当初は、主とし
て日常の業務活動における環境負荷低減活動を推進してまいりましたが、現在は、営業活
動においてもエコビジネスを推進し、お客様の業務活動における環境負荷を低減する提案
活動を推進しております。お客様の業務活動における環境負荷を低減する提案活動につ
きましては、情報システム事業部およびＩＣＴソリューション事業部では業務効率向上を実現
する業務パッケージの拡販ならびにアウトソーシング業務の受託拡大、M&E事業部では製
品製造時に環境負荷の少ない素材の使用、ケミカル事業部では化学品分野での廃液の有
効利用・リサイクル事業の展開、空調首都圏事業部および空調システム事業部では省エネ
工事の提案（リニューアル提案・技術提案・設備診断）を推進しております。

CSR活動について、当社は社会の一員として、様々な領域において企業の社会的責任を
果たしております。活動内容は以下のとおりであります。

１．次世代を担う人材の成長支援

　特定非営利活動法人みんなのコードに当社の施設を貸与し、放課後STEAM教育施設で
ある「ミミミラボ」の運営を委託しております。「ミミミラボ」では、最新のデジタル機材などを
用意し、子どもたちがそれぞれの好きなことに無料でチャレンジできる環境を整えておりま
す。地域の将来を支える創造性豊かな子どもたちの成長支援を行い、地域社会への貢献
につなげたいと考えております。

２．被災地域への支援

　東日本大震災や大雨災害等の被災地に対し、NGO法人、パートナー企業等と連携して、
継続して支援活動を行っております。

３．文化保全・振興

　ベトナム国宝級の絹絵作家グエン・ファン・チャン氏（1892-1984年）の作品を修復する支
援を行っており、さらに修復された絹絵を温湿度管理が徹底された当社設備内で保管して
おります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社では、適時開示基準に則り、開示が必要な情報の定義を全役員・社員に周知徹底す
るとともに、必要な情報が情報取扱責任者および適時開示実務担当部署である経営企画
本部に集中するよう情報収集体制を構築しており、適時開示の適切な運用を徹底しており
ます。なお、適時開示基準に該当しない事項であっても開示した方が当社の取り組み等を
正しく理解していただけると判断した情報につきましては積極的に開示しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は前述のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、以下の体制を構築しております。なお、会社の機関の内容につきまし
ては、本報告書の「Ⅴ．２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」をご参照ください。

１. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役会議事録を作成し、厳正に保存および管理することとしております。さらに、月曜会（常務会）、経営会議および業務執行会議についても、
議事録を作成し、保存および管理することとしております。

　社内稟議システムを電子化しており、取締役の決裁状況、コメントおよびその日時などを電子保存し、管理する体制としております。

２．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　様々な分野のリスクを管理する体制を構築すべく、リスクマネジメントプロジェクトを発足させ、当社を取り巻く様々な分野のリスクの把握・評価を
実施するため、全社を挙げて想定されるリスクの洗い出し、評価およびリスク対策の優先順位付けを行いました。これを踏まえて、順次、優先度の
高いリスクより具体的な低減策・対応策を推進しており、管理体制の確立を目指しております。その結果として、2012年４月にはその活動を円滑、
効率的に、また組織的に実施することを目的として、「リスクマネジメント規程」を制定いたしました。

　情報資産の運用ルールを定めた情報セキュリティ制度を2003年４月に導入し、個人情報保護への取り組みをより一層強化するため、プライバ
シーマークを2004年２月に取得するなど、リスク管理体制を順次整備してまいりました。

　社内規程として2005年７月に「危機・緊急事態対応規程」を制定しており、危機・緊急事態が発生した場合は、第一報を危機管理担当取締役に
報告し、以降は対策本部を設置して対処するという体制を構築しております。

　CSR本部においては、リスクマネジメントのみならず、業務プロセスの文書化の管理、情報セキュリティ、ISO14001に基づく環境への取り組みサ
ポート、CSR調達などの活動について指示命令系統を一元化することにより、内部統制の一層の強化を図っております。

　安心安全推進本部においては、社員が健康で安全に働くことができる環境確保のため、労働災害や交通災害の防止に向けた取り組みを行って
おります。

３．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　別に定める「常勤役員　職務責任の定義」に基づき、各常勤役員の役割、権限および責任等を分担して効率的な職務執行を図っております。



　取締役会は業務執行機能を業務担当取締役および執行役員に委譲するとともに、業務執行状況の確認を経営会議および業務執行会議に委譲
しております。

　経営会議は、社長以下常勤役員、執行役員およびその他幹部社員を構成メンバーとし、毎月、月次決算確定後、販売与信審議や経営計画の予
実管理、その他経営諸課題の論議・施策決定等を行っております。

　業務執行会議は、社長以下常勤役員、執行役員およびその他幹部社員を構成メンバーとし、毎月、購買与信審議を行うとともに経営の先行指
標たる受注・商談管理の徹底を図るなかで、具体的な業務執行に関する論議および今後の対応策の検討を行っております。

　以上の体制により、全社的な管理項目の明確化を行い、また職務の執行について適正な配分と執行上の指示を行うことにより、効率化を確保し
ております。

４．使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　2006年６月に「三谷産業グループ企業倫理憲章」を制定し、公表しております。これは、法令のみならず倫理を遵守することとし、倫理観の向上を
目的としたものであります。

　CSR本部では、業務プロセスの文書化の管理、リスクマネジメント、情報セキュリティ、ISO14001に基づく環境への取り組みサポート、CSR調達な
どの活動を遂行することにより、法令および定款に適合することを確保するための体制の一層の強化を図っております。

また、2011年４月には、業務プロセスに対する牽制と業務の品質向上・効率化を横断的に推進する組織として、業務本部を設置しております。

　コンプライアンス体制としては、社内規程として2005年６月に「コンプライアンス規程」を制定しており、これに基づいてコンプライアンス委員会を設
置、毎月1回の会議において社内のコンプライアンス案件につき審議する体制としております。また、社内のコンプライアンス風土の醸成を目的とし
て、全社員に対しコンプライアンス教育をｅラーニングシステムにより実施しております。

　弁護士事務所と顧問契約を締結し、日常発生する法律問題全般に関して適切な助言と指導を適宜受けられる体制を構築しております。

　コンプライアンスの強化を目的として、違法行為・不適切な行為が万一発生した場合の迅速な対応を図るべく、2003年３月より顧問弁護士事務所
を受付窓口としたヘルプライン制度（内部通報制度）を導入しており、2019年10月には担当部署としてヘルプライン委員会を設置し、同制度の内容
を「ヘルプライン規程」として明文化しております。また、社内からの通報だけでなく、取引先からも違法行為・不適切な行為に関する情報を入手し
て迅速な対応を図るべく、2020年４月より外部通報制度を導入しております。

　社内システム構築プロジェクトでは、内部牽制機能を強化した業務フローを作成し、全社への定着活動を推進しております。

　内部監査は、業務監査と会計監査で構成されております。その監査によって判明した事実の検証・評価に基づき、内部牽制およびコンプライアン
スを強化させることによって、経営の改善、社業の発展に寄与することを目的としており、社長の命により監査室が実施しております。監査室は、
事業年度ごとに監査計画を作成し、その計画を基に業務監査および会計監査を実施し、結果を社長に報告しております。また、必要あるときは社
長の命により被監査部門に対し補正改善などの指示を行っております。

　会計監査人による会社法に基づく会計監査を、期末決算のほか四半期決算について受けており、その際には監査役会および監査室との連携を
綿密に図ることにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。

　内部監査部門（監査室）では監査役監査および会計監査人監査との連携を密にして三様監査の実効性を高め、担当取締役へのヒアリング等を
通じて内部監査部門の重点監査項目の再設定を行うとともに、会計監査人より内部監査に関するアドバイスを受けるなど、会計監査人の協力の
もと、内部監査機能の強化を図っております。

５．当該株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　企業集団における業務の適正を確保するための体制は、当社CSR本部、コーポレート本部、業務本部が連携して担っております。

加えて、Aureole Expert Integrators Inc.が、ベトナム子会社の牽制強化と統一感のある牽制の仕組みの整備・運用定着を図る役割を担っておりま

す。

（１）子会社の取締役・使用人等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　当社で整備した「グループ会社経営規程」および「三谷産業株式会社子会社経営細則」ならびに子会社で整備した「三谷産業株式会社子会社管
理内規」の定めに従い、子会社の稟議書を当社に回付しております。さらに、重要な案件については当社社長に報告しております。

（２）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　リスクマネジメントプロジェクトにおいて、子会社も一体となって想定されるリスクの洗い出し、評価およびリスク対策の優先順位付けを行い、順
次、優先度の高いリスクより具体的な低減策・対応策を推進し、管理体制の確立を目指しております。

　当社で運用している情報セキュリティ制度を子会社においても適用し、情報セキュリティ事故を防止しております。

　子会社で整備した「危機・緊急事態対応規程」により、危機・緊急事態が発生した場合は、第一報を各社社長に、その後当社に報告し、以降は対
策本部を設置して対処する体制としております。

　当社CSR本部においては、リスクマネジメントのみならず、業務プロセスの文書化の管理、情報セキュリティ、環境マネジメントへの取り組みサ
ポート、CSR調達などの活動について、子会社に対する指示命令系統を一元化することにより、内部統制の一層の強化を行っております。

（３）子会社の取締役・使用人等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　子会社では「取締役会規程」等の定めにより取締役会を運営し、効率的な職務執行を図っております。

　「組織規程」等の定めにより各組織や役職者の役割と責任を定義し、業務が効率的に行われる体制をとっております。

　以上の体制により、全社的な管理項目の明確化を行い、また職務の執行について適正な配分と執行上の指示を行うことにより、効率化を確保し
ております。

（４）子会社の取締役・使用人等の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　2006年６月に、「三谷産業グループ企業倫理憲章」を制定し、公表しております。これは、法令のみならず倫理を遵守することとし、倫理観の向上
を目的としたものであります。

　当社CSR本部では、子会社の業務プロセスの文書化の管理、リスクマネジメント、情報セキュリティ、環境マネジメントおよびCSR調達などの取り
組みをサポートすることにより、従来の法令および定款に適合することを確保するための体制を一層強化しております。また、当社コーポレート本
部および業務本部では、業務プロセスに対する牽制と業務の品質向上・効率化を子会社に対しても横断的に推進しております。

　子会社におけるコンプライアンス風土の醸成を目的として、当社コンプライアンス委員会での審議内容を、子会社社長で構成するグループ会社
社長会にて共有し、また、子会社社員に対しコンプライアンス教育を実施しております。

　当社CSR本部から日常発生する法律問題全般に関して適切な助言と指導を適宜受けられる体制を構築しております。

　コンプライアンスの強化を目的として、違法行為・不適切な行為が万一発生した場合の迅速な対応を図るべく、国内の子会社については顧問弁
護士事務所を、海外の子会社についてはヘルプライン委員会を受付窓口としたヘルプライン制度（内部通報制度）や、外部通報制度を導入してお
ります。

　社内システム構築プロジェクトでは、内部牽制機能を強化した業務フローを作成し、子会社への定着活動を推進しております。

　子会社における内部監査は、業務監査と会計監査で構成されております。その監査によって判明した事実の検証・評価に基づき、内部牽制およ
びコンプライアンスを強化させることによって、経営の改善、社業の発展に寄与することを目的としており、当社「グループ会社経営規程」の定めに
より当社監査室が内部監査を実施しております。当社監査室は、事業年度ごとに監査計画を作成し、その計画を基に業務監査および会計監査を
実施し、結果を当社社長および各社社長に報告しております。また、必要あるときは当社社長の依頼により被監査部門に対し補正改善などの指



示を行っております。

　子会社は会計監査人による会社法に基づく会計監査を、期末決算のほか四半期決算について受けており、その際には子会社監査役、当社監
査役会および当社監査室との連携を綿密に図ることにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。

　子会社では、内部監査部門（当社監査室）が監査役監査および会計監査人監査との連携を密にして三様監査の実効性を高め、取締役へのヒア
リング等を通じて内部監査部門の重点監査項目の再設定を行うとともに、会計監査人より内部監査に関するアドバイスを受けるなど、会計監査人
の協力のもと、内部監査機能の強化を図っております。

６．経営の透明性の確保のための体制

　東京証券取引所および名古屋証券取引所の適時開示基準に従い適時開示を適切に行うことに加えて、当該適時開示基準に該当しない事項で
あっても、株主・投資家のみなさまにとって有益な情報については開示しております。また、当社ホームページにて決算短信・有価証券報告書・適
時開示資料等の他、会社案内や当社グループの非財務情報、環境保全活動、CSR活動等について掲載し、確実に誠意をもって情報発信しており
ます。

　外部団体の主催する各種IRイベントへの参加および当社ホームページへの会社説明動画掲載等を通じて、個人投資家向けに当社グループの
事業内容、業績、今後の方向性、事業戦略、非財務情報等を説明しております。

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　監査役会による監査機能強化を図るべく、2005年４月より監査役会付専任スタッフを１名置いております。今後も、監査役会による監査機能を確
保するために、監査役会の求めに応じて、必要な人員を配置することといたします。

８．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項および監査役の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　上記の使用人の取締役からの独立性を確保する目的で、当該使用人の任命、人事異動、懲戒については事前に常勤監査役に報告し、同意を
得るものとしております。また、上記使用人に対する指揮命令および人事考課は、常勤監査役が直接行うこととしております。

９．監査役への報告に関する体制および報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体制

（１）取締役および使用人が監査役に報告するための体制

　取締役および使用人は、常勤監査役の求めに応じて職務の執行に関する事項を報告することとしております。当該報告について、報告者の氏
名を不必要に開示せず、匿名性を保っております。

　常勤監査役は社内稟議システムにおいて回覧ルートに組み込まれており、稟議決裁を要する重要事項については、自動的に常勤監査役に回
覧する体制としております。

　社内のヘルプライン制度（内部通報制度）による通報者からの通報内容は、受付窓口である顧問弁護士事務所を通じて、常勤監査役に報告す
る制度になっており、制度上匿名性が保たれております。

（２）子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制

　子会社の取締役、監査役および使用人は、常勤監査役の求めに応じて職務の執行に関する事項を報告することとしております。当該報告につ
いて、報告者の氏名を不必要に開示せず、匿名性を保っております。

　子会社のヘルプライン制度（内部通報制度）による通報者からの通報内容は、国内の子会社については受付窓口である顧問弁護士事務所を通
じて常勤監査役に報告する制度になっており、また、海外の子会社については当社常勤監査役が委員長を務めるヘルプライン委員会を受付窓口
としており、制度上匿名性が保たれております。

10．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の遂行について生ずる費用または債務の処理にか
かる方針に関する事項

　監査役および監査役会付専任スタッフが要する費用の支払について、常勤監査役が決裁を行うことにより、監査の独立性を保っております。

11．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べるものとしております。

　常勤監査役は常に会社の職務の執行に接しており、日常的に監査を行う体制としております。さらに、常勤監査役は経営会議および業務執行会
議その他の重要な会議には常時出席する体制としております。

　監査室の内部監査、会計監査人の会計監査と併せて三様監査の体制を敷いております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　「三谷産業グループ企業倫理憲章」において反社会的勢力との絶縁を宣言しており、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは
一切関係を持たず、毅然とした態度で対応することとしております。

　反社会的勢力への対応担当部門はCSR本部とし、人事本部等の社内部門や外部専門機関とも連携して組織的に対応することとしております。

　取引先が反社会的勢力でないことを確認し、また取引先が反社会的勢力であったと判明した場合には直ちに契約を解除できるよう、「反社会的
勢力排除に関する覚書」の締結を推進しております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――



２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

（１） これまで構築してきた社内システムをはじめとした内部統制の仕組み・仕掛けを子会社に展開することで、実効性をさらに高めてまいります。




